
福祉のまちづくりにかかる提言

～すべての人のためのパーソナルモビリティのよりよい活用に向
けたインフラの在り方～

令和３年８月３日 主幹研究員 三村泰広
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誰もがどこからでも移動できる自由が重点分野

〇豊田市ではミライのフツーとして「誰一人取り残さない」ミライを目指す
〇重点分野の「モビリティ」では「誰もがどこからでも移動できる自由」を取り上げ

資料：豊田市ＳＤＧｓ未来都市計画（2021～2023）資料：SDGs未来都市とよたコンセプトブック
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フレイルにより買い物・外出に制約

〇75歳を超えると約4分の1、85歳を超えると約半数の高齢者が日常生活に制限
〇中でも「買い物」「外出」等の生活行為ができなくなる（フレイル）傾向が指摘

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000212400.pdf
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買い物・外出のできない高齢者が2倍に増加
〇豊田市では2035年に85歳以上の方が2015年比で2.7倍に増加すると推定
〇要介護認定者は約2倍（2万人）に増加すると推定

上記は「国立人口問題研究所：日本の地域別将来推計人口（平成30（2018）年推計）」及び厚労省資料（前ページ）より作成
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フレイルにより買い物・外出に制約

〇フレイル予防のための取り組みが多く実施
→他方で、フレイル層に対する支援という観点の取組は少ない

https://www.city.toyota.aichi.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/036/362/02.pdf
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（参考）元気アップ教室

〇費用は原則無料
○他にも、自主活動グループとして186のグループが展開

https://www.city.toyota.aichi.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/030/256/2021.pdf



6

（参考）セカンド・ライフ・チャート

https://www.city.toyota.aichi.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/030/256/2021.pdf
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加齢により徒歩がより重要な交通手段になる

〇加齢により徒歩交通の割合が増加（50～64歳6％→75歳以上14.6％）
〇自動車依存の高い高齢化の進む地方も、三大都市圏も同様の傾向
→徒歩交通の可否が制約とならないような支援をすることが重要

徒歩

豊田市：「パーソントリップ調査からみる豊田市における人の動き」～第5回中京都市圏
パーソントリップ調査結果～

国土交通省：「都市における人の動きとその変化～平成27年全国都市交通特性調査集計結
果より～」

豊田市 全国
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加齢に伴い歩ける距離が短くなっていく

〇高齢になるに従い、無理なく休まずに歩ける距離が短くなっていく
→徒歩交通の支援が活動範囲を維持・活性化するうえで重要

https://www.mlit.go.jp/common/001176318.pdf
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加齢により日用品の買い物等の移動が多くなる

〇65歳以上では私事、特に日用品の買い物といった移動が多くなる
→日用品の買い物の際の荷物運搬にかかるニーズが予想

https://www.mlit.go.jp/common/001176318.pdf
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高齢者向け歩行領域
EVの例

資料：トヨタ自動車HP

〇今後、歩行領域EVを含めた高
齢者・障害者向けモビリティの
普及が高齢者（フレイル層）の
社会活動維持に寄与すること
が予想

〇他方で、収入が減少する高齢者
においてコストの面から個人で
の保有による普及には時間が
かかる可能性も

資料：豊田市「近未来技術地域実装協議会運営等業務委託報告書」2020

歩行領域EV体験者の感想

歩行領域EVへの期待
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「電動」車いす利用者は外出頻度が多い

〇市販化されている歩行領域EV→電動車いす
〇市街地に住む電動車いす利用者の方は様々な目的で外出頻度が最も多い

資料：ユートピア若宮

資料：豊田都市交通研究所「 障がい者の移動機会均等に関する研究報告書 」2021（ト
ヨタ自動車委託研究）

n=686
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課題：通行空間のバリア

〇電動車いすは移動可能範囲を拡大させ、外出頻度を増加させるが、歩道の勾配や路側帯
上の占有物といった「通行空間のバリア」は直接・間接的にそれらを縮小させる

資料：橋本 成仁, 谷口 守, 飛川 明俊, 歩道・非歩道における車いすの走行環境に関するバリア評価構造分析, 土木計画学研究・論文集, 2010
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歩道の傾斜・凸凹が最も問題視

〇「車いす利用者」の多くが「傾斜があったり、凸凹だったりするなど歩道が通行し
づらい」と主張
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資料：豊田都市交通研究所「障がい者の移動機会均等に関する研究」2021.3（トヨタ自動車委託研究）
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安心して歩ける空間がどこかわからない

〇特定旅客施設（5,000人/日以上の利用）である豊田市駅、梅坪駅周辺では、ユニ
バーサル基本構想に基づく歩きやすい空間が整備された「特定道路」が指定

〇特定旅客施設はその他市内に5駅あるが、構想はなく、車いす利用者等にとって
の歩きやすい空間がわかりづらい

駅名（愛環） 1日当たり
利用者(2019)

三河上郷 2,075
永覚 628
末野原 2,567
三河豊田 14,917
新上挙母 1,639
新豊田 15,694
愛環梅坪 1,932
四郷 1,454
貝津 1,228
保見 1,333
篠原 294
八草 6,344

駅名（名鉄） 1日当たり
利用者(2019)

豊田市 36,470
梅坪 6,674
上豊田 3,164
浄水 10,706
三河八橋 3,391
若林 6,224
竹村 3,341
土橋 8,443
上挙母 4,792
越戸 898
平戸橋 1,739
猿投 4,108

資料：名古屋鉄道「令和元年度 移動等円滑化取
組報告書」

資料：豊田市統計書（令和元年版）
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福祉のまちづくりによる相互理解が重要

○福祉の現場での課題解決には市民（当事者）と行政の深い相互理解、それによ
る信頼の醸成を図れる、「まちづくり」の力が不可欠

〇豊田市には共働（市民）、包括連携協定（企業・大学等）、つながる社会実証推進
協議会（企業・大学等）といった、まちづくりのための基盤がある

資料：市民と行政でつくるわたしたちの地域
～豊田市の共働によるまちづくり～

資料：企業・大学との「共働によるまちづく
りパートナーシップ協定」（包括連携協定）

資料：豊田市つながる社会実証推進協議会



提案 →

福祉のまちづくりによる
あらゆる人が健幸的な移動が
できるまち、ウェルネスシティ
とよたの実現
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提案1：バリアフリーマップの作成
＜提案＞
短期：合理的配慮を念頭に置いた「出来るマップ」 （行

けるではなく出来る）の作成
・当事者との「共働」によるマップの構築
・高齢福祉課が検討する地域資源マップ(仮) との連携

中長期：オープンデータ化し、MaaSとの連携（「出来
る」範囲のシームレスな拡大）

＜狙い（期待される効果）＞
・外出促進・外出時の不安軽減
・構造的課題の把握（基礎的情報の構築）

＜対象＞
・特定旅客施設周辺（短期）
・重点居住誘導区域（立地適正化計画）（中長期）

＜財源＞
・移動等円滑化促進方針策定事業（国土交通省、1/2、
上限500万円）

資料：国土交通省
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（参考）改正差別解消法により民間事業者の配慮が義
務化に

資料：東京新聞（2021年5月28日 12時12分（共同通信））
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（参考）Universal MaaSの実証
〇全日空、京急、横須賀市、横浜国立大学は2019年度より障がい者、高齢者や訪日外国人など、
何らかの理由で移動にためらいのあるお客さまが快適にストレスなく移動を楽しめる移動サー
ビス（ユニバーサルMaaS）を実証

〇公共交通機関の運賃、運航・運行状況、バリアフリー乗り継ぎルートなどの情報を利用者に提
供するとともに、利用者のリアルタイムな位置情報やお客さまが必要とする介助の内容を交通
事業者、自治体、大学が共有し連携することにより、シームレスな移動体験を実現

資料：全日空HP https://www.anahd.co.jp/group/pr/202011/20201124-2.html



20

（参考）バリアフリーマップ作成にかかる国の動き
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（参考）豊田市立地適正化計画
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提案2：歩行領域EVの普及に向けた検討
＜提案＞
短期：歩行領域EVの購入補助金制度の創設
・生活機能低下が予想される75歳以上を対象
・後付け安全運転支援装置設置費補助の枠組に準拠
中長期：歩行領域EVのコネクテッド・シェアリング
・サービス付き高齢者向け住宅、コンビニエンスス
トア（包括連携協定）、福祉施設等での設置検討

・利用経路（プローブ）についてバリアフリーマッ
プへ反映→マップの改善・道路改良データ取得

・つながる社会実証推進協議会との連携

＜狙い（期待される効果）＞
・高齢者等の活動支援・促進（モビリティ支援）
・道路改良のための基礎データの収集

＜対象（シェアリング拠点）＞
・拠点形成区域（都市機能誘導区域）
・重点居住促進区域（居住誘導区域）

＜財源＞
・ソーシャル・インパクト・ボンド（SIB）による
「ずっと元気！プロジェクト」との連携

・企業との共働（つながる社会実証推進協議会） 高齢者向け歩行領域
EVの例

資料：トヨタ自動車HP
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（参考）コロナ禍でのカーシェアリングの利用頻度の変化

資料：豊田都市交通研究所、まちと交通、73号

〇豊田市及びその他中核市ではコロナ禍においてもカーシェアリングの利用減少
は限定的
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（参考）ずっと元気！プロジェクト

〇豊田市はSIBを活用した官民連携による介護予防事業「ずっと元気！プロジェク
ト」を開始し、年間5,000人の参加を図る事業を実施
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（参考）後付け安全運転支援装置設置補助制度

〇65歳以上の市内在住者は後付け安全運転支援装置の補助制度の利用が可能
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提案3：データ・オリエンテッド・マスター
プランの策定

＜提案＞
中期：バリアデータを活用したマスタープランの

策定
・当事者連携・主導による策定委員会の設立
・提案1、2のデータを活用したPDCAを実施
長期：ユニバーサル基本構想への移行検討
・道路改良のためのアクションプランを検討

＜狙い（期待される効果）＞
・計画を前提とした道路整備・改良の推進（移動
しやすさのベースアップ）

＜対象＞
・マスタープラン区域：居住誘導区域
・移動等円滑化促進地区：拠点形成区域
（立地適正化計画との連携）

＜財源＞
・移動等円滑化促進方針策定事業（国土交通省、
1/2、上限500万円）

資料：国土交通省
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（参考）マスタープランにかかる国の動き

資料：国土交通省
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各提案の連携イメージ
提案 連携したい主体 想定課題

提案1：バリアフリーマッ
プの作成

〇豊田市（企画政策部、福祉部、都市整備部等）
〇民間企業（トヨタ自動車等）
〇各障がい者・高齢者・子育て団体

・作成支援技術の開発

提案2：歩行領域EVの普
及に向けた検討

○豊田市（企画政策部、福祉部等）
〇民間企業（トヨタ自動車、ディベロッパ、小売
業等）

・費用（モノ・場所）
・関係者調整
・運営・管理方法

提案3：データ・オリエン
テッド・マスター
プランの策定

〇豊田市（企画政策部、福祉部等）
○交通事業者（名鉄等）
〇各障がい者・高齢者・子育て団体

・関係者調整
・実効性担保に向けた検討

短期：数年以内 中期：5～10年以内 長期：10年以上

提案1

提案2

提案3

関係者調整
作成技術開発 作成

事業者調整
（PFI）

関係者調整 策定協議会の
設置・検討 策定 改定・基本構想への移行検討

実証 本格運用・ステーション拡大（随時）

通れた
データの
提供

バリア情
報提供

ステー
ション
検討

バリア情
報提供

通れた
データの
提供

MaaSとの連携（ユニバーサルMaaSの実現）
バリアフリーマップの更新
MaaSに
よる連携

シェアリング
関係者調整

補助制度検討 補助制度の運用


